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令和○年○月策定
ＪＡ〇〇〇　□□地域（地区）果樹産地協議会
◇◆◇◆◇　　目　次　　◇◆◇◆◇
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　　　　②．定年者等の地域住民、交流人口の参加
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　　ア．国内需要への対応
　　　　①．手に取りやすい国産果実生産・供給への対応
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（５）その他必要な事項（自然災害への備え等）
１．目標年次
本計画の取組期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間とする。

２．産地の合意体制
（1）構成
産地で合意形成を図り、効果的な取り組みを進めるため、関係機関及び団体等を構成員とした〇〇〇果樹産地協議会を、平成〇年〇月〇日に設置。
平成〇年〇月〇日　ＪＡ〇〇〇　□□地域（地区）果樹産地協議会に改名。
（協議会規約別紙のとおり）
（2）産地の範囲
〇〇〇市、〇〇〇町、〇〇〇村






産地の範囲がわかる地図など






（3）対象農家
産地の範囲で生産される〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇生産農家全戸

３．目指すべき産地の姿
（１）目指すべき産地の理念
当地域は、・・・・・（立地条件などを記載する）・・・

これらの立地条件の中で、本計画では、消費者に信頼される産地、活力ある産地を目指すため、担い手の確保と育成、流通販売戦略及び生産戦略に関する事項等を定め、確実な実行を通じ、産地の発展と次の世代に継いでいくものとする。
（２）生産基盤強化に関する事項
　ア．労働生産性の向上及び気候変動等への対応
①．生産を振興する品目・品種
消費者・実需者のニーズへの対応や気候変動による栽培環境の変化等を踏まえ選定。
（品目）
	　〇〇〇〇〇

	　〇〇〇〇〇

	　〇〇〇〇〇

	　〇〇〇〇〇


（品種）・・【別紙】のとおり
②．品目・品種別の生産目標、計画
需要や労働力に見合った安定的な生産・出荷を行える品種構成となるよう、果実品質のみならず、需要量の推移や収穫時期の違い等を勘案した計画を策定。
（生産の現状及び生産目標・計画）・・【別紙】のとおり
　　③．労働生産性の向上に向けた取組
[bookmark: _Hlk216355131][bookmark: _Hlk216355071]A．新技術の導入・省力樹形の導入について
産地を継続していくためには、労働生産性向上に関する新技術等の取組みが必要である。特に、当産地では、（各産地で選択・・もも：低樹高開心形栽培、ジョイント栽培、なし：ジョイント栽培、ジョイントＶ字栽培、根域制限栽培、りんご：新わい化栽培、超高密植栽培、ぶどう：根域制限栽培、新短梢栽培、イチジク：株枯病抵抗性台木「励広台1号」を接いだ栽培）に取組み、作業の省力化・効率化を図る。
また、防害防除に関する新技術、消費者ニーズの高い新品種の栽培に関する新技術等を積極的に取組み、産地の持続可能な構築を図る。
（新技術の導入・省力樹形の導入目標）
	新技術・省力樹形
	品目
	現　状
令和7年度
	目　標
令和12年度

	〇〇〇〇
	〇〇〇
	〇
	ha
	〇
	ha

	〇〇〇〇
	〇〇〇
	〇
	ha
	〇
	ha

	〇〇〇〇
	〇〇〇
	〇
	ha
	〇
	ha

	〇〇〇〇
	〇〇〇
	〇
	ha
	〇
	ha


B．機械作業体系の導入について
スピードスプレーヤ、乗用モアーや高所作業車等の導入が進んでいるが、更なる労働生産性向上に向け園地整備を推進する。また、スマート農業技術に適した樹形への転換、ほ場整備、作業体系等の確立を図る。
　　　C．基盤整備の実施について
労働生産性を高めていくため、傾斜の緩和、作業道の設置、かん水施設、排水路等の基盤整備を進める。
また、近年の環境変動による災害リスクの高まりから（防災・減災の観点からも）災害に強い園地を形成し、足腰の強い産地作りに取組む。
　　　D．水田の活用等について
果樹の生産量を確保するためには、作付面積の減少を食い止めるとともに、新植等により新たなほ場を確保していく必要がある。
このため、平坦で作業性に優れる水田において、土壌改良や排水対策等を実施し、果樹への転換により経営の安定化を目指す。（転換の際は、省力樹形を導入し労働生産性の高いほ場作りを推進する。）
　　④．気候変動等への対応に向けた取組
近年、気象変動に起因する被害（高温による着色不良、雹害による果実被害、降霜による結実不良、極端な多雨や少雨による生育不良等）により収穫量の減少や品質の低下が見られる。
これらの被害に対し、遮光ネット、かん水設備と一体的に導入するマルチシート、細霧冷房、多目的防災網、防霜ファン、雨除け施設等を導入し回避・軽減を図る。また、関係機関と連携して、安定生産技術や品目・品種の転換を含めた対策に取り組む。
　　⑤．病害虫・鳥獣害対応に向けた取組
A．病害虫・・近年、病害虫（産地で特に取り上げた方が良い病害虫を選択・・モモせん孔細菌病、ナシ黒星病、ブドウ晩腐病・べと病、ヒメボクトウ、ハダニ等）に関する被害が発生している。
このため、病害虫発生予察情報等を活用し適切な防除を行い、病害虫が発生しにくいほ場の整備（多目的防災網、雨除け施設等）を推進する。
B.鳥獣害・・近年、野生鳥獣（産地で特に取り上げた方が良い野生鳥獣を選択・・イノシシ、クマ、サル、シカ、ハクビシン等）による果実被害が発生している。
このため、関係機関と連携し、園地への侵入防止対策（電気柵）や捕獲等に取組む。
　　⑥．花粉・苗木の確保に向けた取組
A．苗木や花粉等の果樹農業に必要な生産資材の確保に関する現状について
果樹苗木の大部分は、苗木業者からの購入で確保されている。省力樹形の導入には一定以上の長さ等の苗木が多数必要であり、さらに、自然災害等の被害による苗木の需要が高まっていることから、苗木の安定確保についての対応が求められている。
また、花粉の確保は、生産者による採取（と火傷病以前は輸入花粉の購入）で対応しているが、気象変動による影響で、今後、必要な量の花粉が確保できない恐れ等があり、苗木同様対応が求められている。
　　　B．将来にわたって計画的・安定的に確保していくための方針等について
苗木は育成に時間を要し急な増産が不可能である。計画的な新植・改植に向けた話し合いを行い（必要な本数を把握し）、計画的・確実的な苗木確保に努める。
また、花粉の安定供給に向けた取組みは、花粉取り用の樹の新植・改植を行い、産地内で花粉の安定的な生産拡大を進める。
　イ．担い手の育成・確保、労働力の確保
　　①．担い手の考え方
以下のいずれかに該当する者とし育成を図る。
〇認定農業者
　　　　　〇農業所得が主で、農業に従事している農家
　　　　　〇その他、当協議会が担い手と位置付けた農業者

なお、農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）に基づく地域計画との整合について、目標地図への位置付けに関する確認など、果樹担当者と地域計画担当者がこれまで以上に連携を図り、円滑な業務執行が行われるよう努める。
（担い手の数の目標）
	担い手
（うち認定農業者）
	現　状
令和7年度
	目　標
令和12年度

	担い手
	〇
	人
	〇
	人

	
	うち認定農業者
	〇
	人
	〇
	人


②．担い手の育成・確保に向けた取組
A．産地の担い手の育成・確保の方法について
現在、当産地においては、60歳以上の果樹の経営者が○割を占めており、産地の維持・拡大のために、新規就農者や後継者等の新たな担い手の育成・確保が急務となっている。当産地では「担い手の考え方」に記載のある農業者を担い手として位置付け、育成・確保に取り組む。
高品質果実の生産を可能とする専門技術の習得が必要であるため、担い手が栽培管理技術を段階的に習得することができる仕組みを構築する。
また、優良品目や品種が植栽されており、省力化のための基盤整備が完了した園地を担い手が引き継ぐ等、果樹農業に取り組みやすい環境整備を進める。
さらに、産地内で貸付希望農地や遊休農地に関する情報の共有化を図り、担い手の経営規模の拡大に向けて、雇用労働力の確保を支援するとともに、農地の有効活用と集積を推進する。
B．産地の担い手の支援手段について
産地の受入農家、生産部会、法人経営体、普及組織、試験研究機関等の関係機関が連携して、新規就農者や担い手等をバックアップする体制を整備する。
そのため、栽培技術等に関する相談窓口の充実を図るとともに、担い手を対象とした栽培技術のレベルアップに向けた講習会や指導会等を開催する。
また、果樹経営における重要な役割を果たしている女性の参画を推進するため、地域をリードできる女性農業者の育成を進め、女性農業者が活躍しやすい環境を推進する。
　　③．果樹農業の魅力の向上・発信に向けた取組
（学校等における産地の食育の取り組みを記載）に取組んでいる。今後も継続して、児童・生徒を対象とした出前授業や作業体験、農泊等に取組む。また、道の駅や観光協会と連携して、当地域の果樹の知名度の向上や消費拡大を図る。
④．多様な農業者による園地の保全管理に向けた取組
A．担い手の園地面積、維持する園地面積、廃園する園地面積
	担い手・維持・廃園
	現　状
令和7年度
	目　標
令和12年度

	担い手園地面積（A）
	〇
	ha
	〇
	ha

	維持する園地面積（B）
	〇
	ha
	〇
	ha

	廃園する園地面積（C）
	〇
	ha
	〇
	ha

	計（A＋B-C）
	〇
	ha
	〇
	ha


B．樹体・園地を含めた円滑な経営継承に向けた取組について
果樹産地を維持・発展させるため、優良品目や品種の植栽を継続的に取組むとともに、省力化が可能な生産環境が整った園地を確保し、これらの園地が期間をあけることなく担い手に引き継がれていくことが肝要である。
このため、関係機関と連携して、新たな担い手への樹体、園地等の継承と安定経営を支援する。
C．遊休農地の解消と放任園の発生防止
当産地は、果樹栽培に適した気候と土壌条件がある。しかしながら、農業従事者の高齢化や後継者の減少等により、農地の遊休化や耕作放棄地の増加が問題となっている。優良な果樹園地を維持するため、今後とも農道舗装による樹園地の基盤整備、農地中間管理事業等を活用した担い手への園地集積等、産地全体の生産性向上に努める。
また、園地所有者の高齢化や栽培環境の悪化により、適正な栽培管理（病害虫防除、除草作業等）が行われなくなった園地については、果樹の樹体を伐採し、他品目などの植栽を行い、鳥獣害や病害虫等の悪影響発生を防止に努める。
　　⑤．労働力不足への対応に向けた取組
A．摘果や収穫等の労働ピーク時に必要となる臨時的な雇用労働力の確保・調整の方法等について
当産地においても、労働人口の減少等から雇用労働力を確保するのが困難な状況となっている。果樹では管理作業が短期間に集中することが多く、個別経営体の規模拡大の動きも見られることから、適期作業の推進のため臨時的な雇用労働力の確保が必要である。
雇用労働力の確保のため、省力栽培技術等の導入による作業の効率化を進め、必要な労働力を抑えるとともに、退職した人材、高齢者、外国人労働者など幅広く人材を確保するための受け入れ体制構築や環境整備を進める。
　　　B．集出荷施設における作業人員の確保・調整について
作業人員等の確保とあわせて、出荷規格の見直しや、ロボット、ＩｏＴ、ＡＩ等の先端技術を取り入れた選果システム等で作業効率化を目指す。
　　⑥．大規模経営体の参入に向けた取組
大規模経営体に関する現状の整理・分析を行い、経営改善に取組む経営層の育成・確保を図る。
　ウ．地域の基幹産業としての付加価値の向上
　　①．輸出や加工等の関連産業との連携
（輸出実績のある産地）・・当産地は、（○○（どこへ）へ、○○（品目）を○○（数量）ｔ）を輸出しており、今後も販路拡大やブランド力強化のため、関係機関と連携して輸出量の拡大に向けて取組む。輸出向け果実の出荷量を確保するために、省力樹形の導入や機械作業体系を導入した労働生産性の高い園地の育成による生産基盤強化を図る。
（輸出実績のない産地）・・当産地においては、現在、輸出の取組みを行っていないが、販路拡大やブランド力強化に向けて検討する。
②．定年者等の地域住民、交流人口の参加
定年退職者の経験と時間を生かした労働力確保へ取組む。また、他地域からの農泊や収穫体験等の組み合わせを行い地域交流の拡大を図る。
（３）需要への対応に関する事項
　ア．国内需要への対応
　　①．手に取りやすい国産果実生産・供給への対応
A．果樹農業への理解促進に向けた消費者等との連携について
果樹農業への理解促進に向け、果樹農業の魅力の向上・発信に向けた取組む。
また、各種イベントや量販店等での販売促進活動において、当産地の果樹の様々な取組みや品質・食味等の情報発信を行う。
B．消費者・実需者のニーズを把握するための取組について
消費者ニーズを的確に把握し、「売れて稼げる」果実や果実加工品を生産・販売していくため、消費者ニーズについて、実需者（小売業者、加工業者、外食業者、流通業者等）と定期的な意見交換等を行う。また、販売の現場に足を運んで消費動向の現地調査を行い消費者が求める供給に努める。
C．品目ごとの出回り時期や品質ごとの販売対策について
各品目の販売対策
	品目
	時期
	販売対策

	〇〇
	〇月下旬～〇月下旬
	〇〇〇〇

	〇〇
	〇月下旬～〇月中旬
	○○○○

	
	
	

	
	
	


　　②．果実加工品の生産・供給への対応
消費者ニーズの多様化から、産地の果実を使用したカットフルーツ、冷凍フルーツ、ドライフルーツ、ジャム、ワイン等付加価値を高めた様々な６次化商品開発に取組む。
　イ．海外から稼ぐ力の強化
輸出にあたっては、輸出先国・地域の求める残留農薬基準に対応した防除体系の確立、選果・梱包施設における病害虫侵入防止措置等、検疫条件を満たす体制を整備する。また、ＧＡＰ（農業生産工程管理）やＨＡＣＣＰ（食品衛生上の危害要因を分析し、特に重要な工程を管理する手法）の認証取得を推進する等、輸出拡大に向け取組む。
　　　　また、新しい輸出先国に対しては、相手先の消費者の嗜好、売れ筋商品、購買層等、市場ニーズや流通事情の把握に努めるとともに、海外ニーズに対応した果実品質や生産量を確保するため、長期・安定出荷が可能な品種構成や規模拡大を図る。
さらに、果実の長期鮮度保存技術の開発や、コールドチェーンを基本とする流通体系の構築を図る。
（４）流通及び加工の合理化に関する事項
ア．集出荷・流通対策
①．集出荷の効率化の推進
A．集出荷の省力化・効率化に向けた集出荷体制や出荷規格の見直しについて
集出荷においては、労働力の確保が今後問題となる恐れがあるため、可能な限り省力化・効率化に向けた取組みを推進する。
また、出荷規格は、当産地の○○（品目）では、○○（左記品目の出荷規格について簡単に記載）に分けられる。出荷規格の見直しは、収穫後から輸送までの工程等に影響を及ぼすため、市場や物流業者など関係機関で理解を深めながら進める。
B．集出荷施設の再編統合について
当産地の集出荷施設は、○○（施設名）、○○（施設名）、○○（施設名）があるが、統合に関しては、集荷実績や生産者の利便性等、産地の実情を踏まえ検討する。
　　②．果実輸送の合理化の推進
今後人手不足により、トラックドライバーが不足し、輸送コストの増加とともに物流停滞の懸念がある。このため、物流拠点の整備・活用、産地や品目を組み合わせた混載・共同輸配送、トラック輸送から船舶・鉄道輸送へのシフト、統一規格パレットの導入等合理化を推進する。
　イ．果実の加工
　　①．国産の加工用原料果実の確保
加工向けの取引は、気象条件や自然災害の発生等により、一時的に仕向量が増加することもあり、加工業者等との長期契約を含め、継続した取引に向けて信頼関係の構築を図る。
　　②．多様なニーズに対応した果実の加工
当産地においては、（産地における果樹の新たな需要について記載）等新たな取組みを行っている。消費者ニーズの多様化に対応した商品開発等に向け、関係機関と連携して取組む。
（５）その他必要な事項（自然災害への備え等）
ア．農業保険法（昭和22年法律第185号）に基づく収入保険や果樹共済といったセーフティーネットへの加入促進に関する方針
気象災害、病害虫や鳥獣害による被害等の果樹経営への様々なリスクへの対応力を強化するため、自然災害による収量減少を補填する果樹共済の加入や、農業者が避けられない様々なリスクによる収入減少を補填する収入保険制度の活用について、制度内容の周知と利用拡大を図る。
